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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年４月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年７月１５日 １３時３０分ごろ 

発生場所 大阪府泉南市りんくう南浜海水浴場東方沖 

 樽井漁港東突堤灯台から真方位１０２°４８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２２.９′ 東経１３５°１５.９′） 

事故調査の経過  平成２４年１０月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ three
ス リ ー

 hundred
ハンドレッド

、０.１トン 

   ２５０－５５６９７大阪、株式会社ニューライフスタイル 

   ２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、２１３kＷ、平成２４年５月 

Ｂ 水上オートバイ リードバディ、０.１トン 

   ２６０－４６６８７大阪、個人所有 

   ２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１８８kＷ、平成２２年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成１４年１１月２８日 

    免許証交付日 平成１９年１１月２２日 

           （平成２４年１１月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４３歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成２１年３月２７日 

    免許証交付日 平成２１年３月２７日 

           （平成２６年３月２６日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部防舷材に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に亀裂を伴う擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、りんくう南浜海水浴場の砂浜か

ら北西方向に築造された突堤沿いを南東進中、船長Ａが、左舷方にＢ

船と水上オートバイ１隻（以下「Ｃ船」という。）を、船首方の砂浜
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付近に友人をそれぞれ認め、友人に水を掛けることを思い付いて接近

した。 

 船長Ａは、船首方の友人に水を掛けようとして対地速力約２～３ノ

ットで接近し、急加速して右に急旋回したところ、右舷至近にＢ船を

認めたがどうすることもできず、平成２４年７月１５日１３時３０分

ごろＡ船の右舷船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

 船長Ｂ及びＣ船の船長（以下「船長Ｃ」という。）は、水上オート

バイに乗船することとして１３時２５分ごろ、突堤から飛び込み、錨

の付いた浮子に北を向いて係留中のＢ船及びＣ船に向かった。 

 船長Ｂは、Ｂ船船首の係留索を外して後部から乗り込み、左舷船首

方を向き、Ｂ船に置いていた救命胴衣を着用中、別の水上オートバイ

を認めてその船長と会話をしたのち、左舷船首方１０ｍ付近でＢ船の

発進準備を待っている船長Ｃに準備ができた旨を伝えた際、右舷至近

に接近するＡ船を認め、驚いて立ち上がったとき、Ａ船がＢ船に衝突

した。 

 船長Ｂは、Ａ船と接触して落水し、救助されて病院に搬送され、右

腸骨骨折と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好、気温 約２９.６℃ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

 船長Ａ及び船長Ｂは、友人１０人と共にモーターボート１隻及び水

上オートバイ５隻で１０時００分ごろマリーナを出航し、１１時３０

分ごろりんくう南浜海水浴場東方沖の海域に着き、モーターボートを

突堤西側に、水上オートバイを同船寄りにそれぞれ係留し、同突堤上

で昼食をとりながら休息した。 

 船長Ａは、約１０年前に免許を取得したのち、年間約１０回の水上

オートバイ操縦経験があり、Ａ船を平成２４年５月に購入し、本事故

時が初めての操船であった。 

 船長Ａは、救命胴衣を着用していた。 

 Ｂ船は、機関始動前であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、りんくう南浜海水浴場東方沖を南東進中、船長Ａが、船首

方の砂浜の友人に水を掛けようとして砂浜に接近し、右旋回する際、

右舷船首方の見張りを行っていなかったことから、加速して右旋回し

たところ、Ｂ船に向首することとなり、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

 船長Ａは、右旋回したところ、右舷至近にＢ船を認めたことから、

右旋回する際、右舷船首方の見張りを行っていなかったものと考えら
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れる。 

 Ｂ船は、りんくう南浜海水浴場東方沖において、漂泊して発進準備

中、船長Ｂが、左舷船首方を向いて救命胴衣を着用していたことか

ら、旋回して右舷側から接近するＡ船に気付かなかったものと考えら

れる。 

原因  本事故は、りんくう南浜海水浴場東方沖において、Ａ船が南東進

中、Ｂ船が漂泊して発進準備中、船長Ａが、船首方の砂浜の友人に水

を掛けようとして砂浜に接近し、右旋回する際、右舷船首方の見張り

を行っていなかったため、加速して右旋回したところ、Ｂ船に向首す

ることとなり、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイを操船して旋回する際は、周囲の状況を確認する

こと。 

 ・人及び他船の付近で急加速及び急旋回をしないこと。 

 


